
朝日町農　業委員会

広報あさひ/2019/58

行政相談委員

　改正農地法の施行（H21.12.15）に伴い従来の【標準小作料制度】が廃止されました。新たに農業委員
会が過去１年間で実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供するこ
とになりました。
　なお、契約締結時の内容をデータとしているため、その後の当事者間の契約変更等は反映していません。
実際の農地の賃借料と異なる場合がありますので判断材料の一つとしてご活用ください。

※新たに利用権設定を申し込みされる方については無償契約する事をお願いしております。

　４月１日付けで、朝日町の行政相談委員としてご活躍されて
おります渡邊裕二さん（小向1486番地６）が、引き続き総務
大臣から委嘱されました。

　行政相談委員は、皆様の身近なところで、国の行政に関する苦情や要望をお聞きし、関係の役所に直接、
あるいは三重行政監視行政相談センターを通じて連絡し、その改善の促進に努めていただく職務です。
　国の行政に関する苦情や要望があるときは，行政相談委員に、ご相談ください。
　朝日町でも、朝日町心配ごと相談の中で、行政相談についての窓口が設けられておりますので、ご利用
下さい。
　また、次のところでも毎日、
行政相談を受付けていますの
で、ご利用ください。なお、
相談は無料で、相談者の秘密
は固守致します。

成人式を企画・運営していただける新成人を募集します。
応募人数　５人程度
応募資格　2020年成人式対象者で朝日町に住所または
　　　　　本籍を有する方。
応募方法　直接または、電話、郵送、メールで「住所」
　　　　　「氏名（ふりがな）」「生年月日」「性別」「電話
　　　　　番号」を記入し朝日町教育委員会　生涯学習
　　　　　課（朝日町公民館内）へお申し込みください。
応募期限　５月24日（金）
問い合わせ先　教育委員会　生涯学習課
　　　　　　　TEL 377－2513
　　　　　　　e-mail  s-kyouiku@town.asahi.mie.jp

【平成30年度賃借料情報】

改正農地法第52条に基づく
農地の賃借料情報の提供について
改正農地法第52条に基づく
農地の賃借料情報の提供について

日　時：2020年１月12日（日）
　　　　受付　13時～
　　　　開式　13時30分

ところ：保健福祉センター
対象者：平成11年４月２日～
　　　　平成12年４月１日生まれの方
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朝日町全域
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０
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使用貸借（無償）によるデータ数は83
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田

成 人 式
2020年

成人式のご案内

成人式を企画・運営する方を
募集します。

総務省　三重行政監視行政相談センター　行政監視行政相談課
〒514－0033 津市丸之内26番８号　津合同庁舎３階
TEL：行政苦情110番　０５７０－０９０１１０
http：//www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html


